
（資料５） 道路改良率の推計

遅れている道路の整備に取り組んできた結果、国道・県道の改良率（２車線道路の割

合）は、平成元年度 ％であったものが、 年度は ％と大幅に伸びました。44.0 18 61.4

財政健全化に向けた改革を進める中で、公共事業をはじめとする公共投資も抑制するこ

ととなりますが、県の発展や県民生活のために真に必要であって、緊急に実施すべきもの

については重点的に行うこととしており、例えば道路改良率は、以前に比べれば緩やかで

はあるものの、今後も上昇していく見込みです。

（注）１ 各年度の数値は、年度当初の数値

２ までは実績、 は実績見込み（調査中）、Ｈ 以降はこの基本方針に基づく改革H18 H19 20
を行った場合の道路事業費の見込みから推計したものである。

国道・県道の改良率の推移
（この基本方針に基づく改革を行った場合の将来推計を含む）
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